
 

 

新地域連携可能性調査（インド）業務委託に係る企画提案に対する質問及び回答 

 

受付 

番号 
質問及び回答 

１ 
質問 

【業務委託仕様書 ４業務の内容 対象地域について】 

「３地域（州又は地方）以上（県が指定する１～２地域を含む）」とあるが、県が

指定される地域は既に決定しているか。決定していればご教示いただきたい。 

回答 本県が指定する地域は、契約後速やかに委託事業者に対してお伝えいたします。 

２ 
質問 

【業務委託公告 ２企画提案の参加資格（２）について】 

「本業務委託調査対象国であるインドの現地調査が可能であること」とあるが、イ

ンドでの現地調査は、再委託もしくは外部協力者が行うことでもよいか。 

回答 現地調査を再委託もしくは外部協力者が実施することは可能です。 

３ 

質問 

【業務委託契約書（案） 第７条（再委託の禁止）について】 

「乙は、委託業務の全部の処理を第三者に委任又は請け負わせてはならない。ただ

し、契約業務の一部を委託する場合については、あらかじめ甲の承諾を得るこ

と。」とあるが、委託料に対する再委託金額の割合あるいは金額の制限があるか。

制限があればご教示いただきたい。 

回答 

再委託の金額割合あるいは金額の制限はありません。ただし、業務委託契約書

（案）第７条のとおり全ての業務を再委託することはできません。また、一部

を委託する場合は、予め県の承諾を得た上で行ってください。 

４ 
質問 

共同企業体を結成することは可能か。これが可能な場合、企画提案参加申込書提出

後に、新たに共同企業体を結成してもよいか。 

回答 参加申込提出時点の申込事業者の内容から変更が生じるため認められません。 

５ 

質問 

新型コロナウイルス拡大防止の観点により、今後の業務遂行の状況をどこまで考慮

していただけるのか。 

例）本来現地調査を予定していたが、入国（出国）規制等の制限が生じた場合、リ

モート対応などで対応を考慮していただけるものなのか。もしも対外的に発表され

ている貴庁のガイドラインなどがあればご教示いただきたい。 

回答 

新型コロナウイルスに十分配慮した上で、本業務を遂行してください。新型コロナ

ウイルスの影響により対面による現地調査が困難となった場合は、県と協議の上、

本業務の目的を達成するのに必要な代替方法を検討してください。また、対象国の

状勢や貴事業者の状況により、本業務委託の遂行が困難となった場合について

も、県へ協議してください。なお、本県で作成しているガイドラインはありませ

ん。 

６ 

質問 
プロジェクトチームメンバー含めてスタッフが新型コロナウイルスに感染した場合

は実施中止となるのか。 

回答 

新型コロナウイルスに十分配慮した上で、本業務を遂行してください。本業務委託

に従事しているスタッフが新型コロナウイルスに感染した場合は、代替となる

スタッフを補充するなど、本業務委託遂行に支障が出ないよう対応してくださ

い。感染の状況により、本業務委託の期限内での履行が困難となる場合は、県

へ協議してください。 



   

７ 

質問 山梨県が一番連携したい項目は何でどの様な連携を想定されているのか。 

回答 
本業務委託の調査により、本県のどの項目又は分野で連携が可能か検討してい

くため、現段階で県が想定する項目等はありません。 

８ 

質問 分析は専門家等の意見が必要か。 

回答 
調査対象地域と本県との連携の可能性について分析を行うにあたって、専門家

の意見が必要かどうかは、委託事業者が判断してください。 

９ 
質問 今後個人情報の取扱は発生するのか。 

回答 本業務委託において、個人情報の取扱は発生すると想定されます。 

１０ 

質問 
【募集要項 １趣旨内記載 本県の強みについて】 

事前にいただける資料またはデータはあるか。 

回答 
事前に提供する資料及びデータはありません。山梨県の HP等に掲載されている

情報を参考にしてください。 

１１ 

質問 
入金実行日はいつになるか。運営チームで前払い等の発生が生じる可能性があるの

か。 

回答 

業務委託契約書（案）第１２条及び第１３条に基づき、委託業務が終了次第、

仕様書に基づく報告書をご提出いただき、本県から額の確定通知を受けた後、

請求書ご提出後３０日以内に委託料をお支払いいたします。また、同契約書第

１４条に基づき、委託業務を行うために県が必要と認めるときは、委託料の額

の２分の１を上限として、最大１回まで前金払による支払いが可能です。 

１２ 

質問 

【業務委託仕様書 ４業務の内容 （２）対象地域の現地調査・関係者ヒアリング

について】 

上記項目を実施するにあたり、グループ会社又は子会社である現地法人と業務委託

又は連携を想定しているが、当該法人については様式第７号実施体制表の「２ 実

施体制（外部協力者）」の欄に記載する形でよろしいか。 

回答 

お見込みのとおりです。グループ会社又は子会社の場合は、実施体制表の２実施体

制（外部協力者）欄にご記入いただき、貴社との関係でその旨を記載してくださ

い。 

１３ 
質問 

【様式第８号－１ 受託実績整理表 提出者名について】 

上記欄は、会社名を記入すればよいか。 

回答 お見込みのとおりです。参加申込事業者名をご記入ください。 

１４ 

質問 

【業務委託仕様書 ４業務の内容 （１）対象国及び対象地域の情報及びデータ収

集について】 

対象国対象地域は、調査業務開始段階で、山梨県からの提示並びに、調査受託者か

らの提案に基づいて、３地域を選定するという理解で正しいか。 

回答 

調査対象地域について、県では本業務の受託者が、調査後に提案してくるものと、原

則として想定しております。したがって、調査開始時に確定している地域は、県が指

定する１〜２地域のみとなります。言い換えれば、調査開始時には、県が指定すると

ころを除く地域は確定しておりません。しかしながら、例えば、「調査受託者は自ら

が持つ情報やノウハウにより、調査業務開始段階において、選定する地域をある程度

決めておき、調査業務を行う。」というような場合（※あくまでも１例です）も想定



されるところであり、こうした考えを否定するものではありません。 

調査受託者が提案する地域は、審査表の審査番号６のとおり、企画内容書において

候補地の選定プロセスを提案していただくこととしておりますが、プレゼンでは、

自由な発想のもと、業務の目的が達成されるような提案をお願いします。なお、調

査地域は、県が指定する１～２地域を含む、３地域以上としてください。 

※同一又は類似した質問はまとめて記載しております。 


